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１ 指定管理者の募集について 

芦屋公園有料公園施設（庭球場，芦屋公園会議室及び駐車場）について，施設の管理業務を効果的か

つ効率的に行うため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び芦屋市都市公

園条例（昭和４０年条例第１３号）第１５条第１項の規定により，広く事業者を公募し，管理運営につ

いて創意工夫ある提案を募集するものです。 

２ 業務概要 

(1) 芦屋公園有料公園施設の概要 

ア 所在地及び施設概要 

(ｱ) 所在地  

a 地番 芦屋市松浜町５６番 

b 住所 芦屋市松浜町４番４号 

(ｲ) 面積 

a 敷地面積           ８，８１７．３６㎡ 

b 庭球場面積          ７，２５８．２１㎡ 

c 建物他（駐車場等含む）    １，５５９．１５㎡ 

d 延床面積             ４１０．５６㎡ 

e 建築面積             ４０８．０９㎡ 

(ｳ) 主な施設 

a 庭球場 １０面 

b 管理施設 １棟 

c 駐車場 ２８台 

(ｴ) 図面（募集要項末尾に添付） 

ａ 施設 配置図 

ｂ 管理棟 平面図 

ｃ 管理箇所 位置図 

イ 供用日時 

(ｱ) 供用日時 

施設名 供用日 供用時間 

庭球場 １月５日～１２月２７日 午前９時から午後９時まで 

芦屋公園会議室 １月５日～１２月２７日 午前９時から午後５時まで 

駐車場 １月１日～１２月３１日 午前０時から～午後１２時まで 

(ｲ) 供用日時の変更 

供用日時は，教育長の承認により変更することができます。応募に当たっては現在の供用日時を

維持することを必要条件としますが，それ以外の提案（時間延長等）も可能です。 

ウ 芦屋公園有料公園施設の利用料金 

条例で定めている使用料は下記のとおりです。指定管理者は当該使用料等に代えて，教育長の承

認を得て利用料金を定めるものとします。なお，利用料金については，指定管理者の創意工夫によ

り，条例で定める料金を上限として，割引料金，季節料金等の設定などもできますので，ご提案く
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ださい。ただし，その設定により事業を実施する場合は,事前に市長の承認を得る必要があります。 

(ｱ) 芦屋公園有料公園施設を利用する場合の利用料金 

施設名 区分 利用料金 超過料金 

庭球場 専用 

平日 

１時間 １，５２０円 

１時間増すごとに（１時間未満は

１時間とする。）１，５２０円 

日曜日，土曜日及び祝日法による休日

１時間 ２，０３０円 

１時間増すごとに（１時間未満は

１時間とする。）２，０３０円 

会議室 専用 １時間５００円 
１時間増すごとに（１時間未満は

１時間とする。）５００円 

駐車場 一般 

３０分までごとに１００円（庭球場又は芦屋公園会議室の利用者に限り，

最初の３０分以内は無料）とする。ただし，午前８時から翌日の午前８時

までの間の利用については，１，０００円の範囲内で規則で定める額を上

限とする。 

（ｲ）庭球場の付属設備を利用する場合 

設備の種類 利用料金 超過料金 

庭球場照明 １時間５００円 

（１時間未満は１時間とする。） 

１時間につき５００円 

（１時間未満は１時間とする。） 

(ｳ) 駐車場以外の利用料金の減免 

項目 減免割合 

市および委員会が主催して事業又は行事を行うとき。 ３割 

市立学校園が全校行事を行うとき ３割 

市が育成する公共的団体が設立目的遂行のための事業又は行事を行うとき。 ３割 

その他市長が特に必要と認めるとき。 ３割 

  (ｴ)駐車場の利用料金の減免 

   項目 減免割合 

身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条の身体障害者手帳

の交付を受けている者，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２

５年法律第１２３号)第４５条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者若しくは療育手帳制度要綱(昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者

を介護する者が駐車場を利用するとき。ただし，当該駐車場を設置する都市

公園の有料公園施設を利用する場合に限る。 

１０割 

その他市長が特に必要と認めるとき。 １０割 

 (2) 管理運営方針 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により，質の高いサービスを芦屋公園有料公園施設利用

者に提供するとともに，管理経費の節減を図ることを期待しています。 

ア 基本方針 

芦屋公園有料公園施設は市民のスポーツ活動や憩いの場として親しまれています。一方，駐車場

部分は常時開放施設であることに加え，庭球場は住宅地と近接しているため，利用者や近隣住民の

声を大切にしながら，芦屋公園有料公園施設の特性に合わせた管理運営を行ってください。 

イ 維持管理方針 

施設や設備については，全ての施設を清潔に保ち，かつ機能を正常に保持し，利用者が快適かつ
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安全に利用できるよう，適正な管理と保守点検を行ってください。 

植栽管理については，原則，仕様書を基本に，より質の高い適正な維持水準を保てるよう必要な

管理を行ってください。 

ウ 芦屋公園有料公園施設の運営方針 

市民の多様なニーズに応えるため，常に利用者の声を聴取し，反映できるものは取り入れてくだ

さい。 

芦屋公園有料公園施設利用の活性化を図るため，運営面において，市民参加・市民協働の実現と

諸活動の育成・支援に努めてください。 

エ 法令等の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営 

次の法令等を遵守し，施設利用者の安全性及び快適性に考慮した管理運営を行ってください。 

(ｱ) 地方自治法，地方自治法施行令ほか行政関連法規 

(ｲ) 都市公園法，都市公園法施行令，都市公園法施行規則 

(ｳ) 最低賃金法，労働基準法，労働安全衛生法ほか労働関係法規 

(ｴ) 芦屋市都市公園条例，芦屋市都市公園条例施行規則，芦屋公園庭球場の管理運営に関する要綱 

(ｵ) 個人情報の保護に関する法律及び芦屋市個人情報保護条例等 

(ｶ) 芦屋市都市景観条例等 

(ｷ) その他関係する法令等 

オ 職員の雇用 

現在，同施設を管理している団体の職員の雇用の確保についても可能な限りご協力ください。雇

用条件については，指定管理者の規定によるものとします。 

３ 業務内容 

(1) 業務内容 

指定管理者は以下の業務を行うこととします。 

ア 施設全般の管理運営に関する業務 

(ｱ) 施設の経営マネジメント業務 

(ｲ) 施設の総務・経理業務 

(ｳ) 施設の集客促進業務 

(ｴ) 防火管理 

(ｵ) 備品の管理 

(ｶ) 事業報告書の作成及び提出 

(ｷ) 業務日誌の作成及び月報の提出 

イ 芦屋公園有料公園施設の管理運営に伴う業務 

(ｱ) 受付及び案内 

(ｲ) 利用料金の徴収 

(ｳ) 利用者の誘導，整理及び安全確保 

(ｴ) 傷病者等の救護措置，状況報告等 

(ｵ) 利用状況の集計及び報告 

(ｶ) 備品の管理 

(ｷ) インターネット予約システム 

芦屋公園有料公園施設窓口で会場使用のための利用登録をし，かつインターネット利用登録し

た団体は，利用申込み内容と当該施設の利用状況の確認ができます。 

指定管理者はシステム管理会社と調整を行い，利用者サービスの維持に努めてください。なお，
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調整の相手方が変更となった場合は，適宜市から案内します。 

ウ 建物及び附属設備の維持管理業務 

(ｱ) 運転監視及び保安業務 

各施設を安全かつ効率よく運転・監視するとともに，適切な保安業務を実施してください。 

(ｲ) 清掃等 

常に施設の環境を良好に保ってください。 

(ｳ) 建物の維持管理 

常に建物を良好に維持してください。 

(ｴ) 設備・機械等の保守点検 

必要に応じ，設備・機械等の保守点検を実施してください。 

(ｵ) 駐車場の管理 

路上駐車の注意の呼びかけ及び混雑時には整理・誘導を行ってください。なお，指定管理者とし

て運営する期間は，市が指定した駐車場運営事業者への一部委託により実施するものとします。 

(ｶ) 消耗品の補充等 

施設運営に係る必要な消耗品は，指定管理者において適宜補充，交換等を行ってください。 

エ 施設を活用した事業の実施（指定管理者の自主事業） 

(ｱ) 本市のスポーツ推進実施計画の政策目標に基づき，スポーツの推進・啓発に関する施設を活用

した事業や施策を，指定管理者の経費負担により実施してください。 

(ｲ) 庭球場および芦屋公園会議室の集客促進及び利用率向上を目的とした事業や施策を，指定管理

者の経費負担により実施してください。 

(ｳ) 施設を活用した事業の企画・運営に当たっては，地域住民や市民との協働事業を積極的に実施

してください。ただし，宗教活動，政治活動，公序良俗に反する活動は禁止です。 

(ｴ) 事業の実施に当たっては，事業計画を事前に市に提出し承認を得てください。 

(ｵ) 自主事業に係る参加費を参加者より徴収する場合は，これを指定管理者の収入とします。 

(ｶ) 自動販売機の設置は，芦屋公園有料公園施設の指定場所のみとします。なお，販売収入はスポ

ーツの推進及び啓発に係る費用に充当してください。別途，使用料を徴収します。 

(ｷ) 売店を出店する場合は，市の許可が必要です。別途，使用料を徴収します。 

オ 事業報告書等の提出 

指定管理者は，毎年度終了後，自主事業の状況，利用状況，管理運営状況，利用料金等の収入状

況，管理運営に要した経費等の収支状況などを記載した事業報告書を市長宛に提出するほか，管理

運営の状況について毎月，市に報告しなければなりません。 

カ 市・委員会等の主催等の行事に関する事業 

芦屋公園有料公園施設を使用した市・委員会の主催の行事の受け入れ及び運営に協力をしてくだ

さい。 

(2) 業務の委託 

指定管理者は，業務の一部を第三者に委託することができます。その場合は，市内企業育成等の

ため，市内の企業を最優先として活用してください。 

４ 応募資格 

法人又は団体（以下「法人等」という。）が対象で，法人格の有無は問いません。ただし，個人は対

象となりません。 

(1) 単独の法人等で申請する場合 

 兵庫県又は大阪府内に本社，支社，営業所等の事業所があること。 
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(2) 複数の法人等による連合体（以下「連合体」という。）で申請する場合は，次の条件の全てに該当し

なければなりません。 

ア 連合体を構成する法人等（以下「連合体構成法人等」という。）の数は２以上とし，それら連合体

構成法人等の中から代表する法人等を選出していること。 

イ 連合体構成法人等のいずれも上記(1)の条件を満たすこと。 

(3) 複数応募の禁止 

ア 連合体構成法人等は２以上の本申請に係る連合体構成法人等になることができません。 

イ 単独で指定管理者の申請をする法人等は，本申請に係る連合体構成法人等になることができませ

ん。 

(4) 欠格事項 

次に該当する法人等は，応募することができません。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する者 

イ 応募書類提出時点において，本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等措置

を受けている者，またはそれに準じるもの。 

ウ 連合体構成法人等又はその代表が，芦屋市暴力団排除条例第２条１号から３号までに規定する者

（以下，「暴力団等」という。）又は指定管理者としてふさわしくない者 

エ 法人税，消費税，地方消費税，府県民税及び市町村民税を滞納している者 

オ 指定管理者の選定を行う選定・評価委員の属する法人又は公募事務に関与した者及びこれらの者

と利害関係を有する者等 

カ 本市，他の自治体を問わず，指定管理者の指定の取り消しを受けた者 

キ 本市，国や県等の公的機関による許認可取り消し等の行政処分及び業務改善等の行政指導を過去 

３年以内に受けている者 

ク 指定管理業務に関連する業務に係る訴訟が係属中のもの及び過去３年以内に敗訴している者 

(5) 連合体構成法人等の構成員の変更 

連合体で応募する場合，代表する法人等及び連合体構成法人等については，業務遂行上支障がない

と本市が判断した場合，変更を認めることがあります。その場合には，連合体の協定書のほか，必要

に応じ応募書類の再提出を求めます。 

(6) 申請する法人等（連合体の一部を含む）が，指定管理期間中に合併，その他の事由により法人等の

名称，形態が変更となることがあらかじめ見込まれる場合には，必要に応じ追加の書類の提出を求め

ます。 

５ 応募方法 

(1) 応募書類 

応募に当たっては，申請時に正本１部，副本１０部（副は複写でも可）及び応募書類の「ワードま

たはPDFデータ（パスワードを設定してください）」の入ったＣＤ等を提出していただきます。提出の

際に，パスワードをお伝えください。 

ア 芦屋公園有料公園施設指定管理者指定申請書（様式１） 

(ｱ) 連合体応募の場合は構成団体表及び連合体結成に係る協定書又はこれに相当する書類 

（様式は任意）※代表者の権限や構成団体の役割分担及び責任分担等を明記してください。 

(ｲ) 法人等の組織，沿革その他事業の概要を記載した書類 

イ 芦屋公園有料公園施設事業計画書（様式２） 

(ｱ) 法人等の概要説明書（様式２-１） 

(ｲ) 芦屋公園有料公園施設管理運営に当たっての基本方針（様式２-２） 
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(ｳ) 管理体制（様式２-３） 

日常の管理体制（常駐者）が分かるように記載してください。（非常駐者は，その旨を明示して

ください。） 

(ｴ) 維持管理（様式２-４） 

(ｵ) 運営の取組（様式２-５） 

(ｶ) 自主事業案（様式２-６） 

(ｷ) 管理運営費（様式２-７） 

(ｸ) 人件費及び損害保険料の内訳（様式２-８） 

※収支計画，人件費及び損害保険料内訳は，令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの期

間について，毎年度の経費で算出してください。

ウ 指定管理者の選定等に係る誓約書（様式３） 

エ 添付書類 

(ｱ) 定款，寄附行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

(ｲ) 法人登記簿謄本，印鑑証明書（法人のみ） 

(ｳ) 法人税，消費税，地方消費税，県税及び市町村税の各納税証明書 

(ｴ) 法人税，消費税及び地方消費税の申告書 

(ｵ) 直近３年間の法人等の財務状況に関する書類（損益計算書，貸借対照表，会計監査法人又は監

査役会により監査を受けた場合その監査報告書）

(ｶ) 法人等の設立趣旨，運営方針，事業内容等の概要が分かるもの 

(ｷ) 事業実績等の概要が分かるもの 

(ｸ) 代表者履歴，役員名簿

(ｹ) その他本市が必要と認めた書類等 

連合体構成法人等の応募の場合は，連合体構成法人等を構成する全ての法人等について，上記

の添付書類を提出してください。 

(2) 募集要項の配布 

   募集要項を令和３年８月２日（月）から９月１０日（金）まで（土曜日，日曜日及び祝日法による

休日を除く。）配布します。（もしくは市ホームページからダウンロードしてください。） 

ア 配布場所 芦屋市教育委員会 社会教育部 スポーツ推進課 

       （芦屋市立体育館・青少年センター３F） 

イ 配布時間 午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。） 

(3) 現場説明会 

令和３年８月２７日（金）午前１０時から芦屋公園会議室で現場説明会を開催します。参加を希望

される場合は，令和３年８月２０日（金）までに芦屋公園有料公園施設指定管理者説明会出席申込書

（様式６）にご記入のうえ，スポーツ推進課へ持参またはＥメールにてスポーツ推進課代表アドレス

（sport@city.ashiya.lg.jp）まで送信してください。 

※応募を予定される申請者については，現地説明会への参加を原則とします。やむを得ず現地説明

会に参加できない場合は，応募書類提出までに，スポーツ推進課で応募要項に関する説明を受けてい

ただくようお願いします。 

(4) 応募書類の受付 

応募書類は令和３年８月２日（月）から９月１０日（金）まで（土曜日，日曜日及び祝日法による

休日を除く。）受付します。 

ア 受付場所 芦屋市教育委員会 社会教育部 スポーツ推進課 

       （芦屋市立体育館・青少年センター３F） 
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イ 受付時間 午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。）なお，提出期限

後の変更及び追加は認めません。 

ウ 応募書類等は必ず持参してください。 

エ 応募に要する経費については，申請者の負担とします。 

オ 本市が必要と認めるときは，期間を定めて追加書類の提出を求めることがあります。 

カ 提出された書類は，これを書き換え，差し替え，又は撤回することはできません。 

キ 提出された書類は，いかなる理由があっても返却しません。 

ク 申請書類の作成に用いる単位は計量法に定めるものとし，使用通貨は日本円，使用言語は日本語

とします。時刻は，日本標準時とします。 

(5) 質問及び質問に対する回答

ア 質問の方法

質問の要旨を簡潔にまとめ，芦屋公園有料公園施設指定管理者募集要項に関する質問書（様式４）

を持参するか，スポーツ推進課代表メール（sport@city.ashiya.lg.jp）まで送信してください。

イ 質問の受付期間

令和３年８月２日（月）から９月３日（金）まで（土曜日，日曜日及び祝日法による休日を除く。）

受付します。

持参の場合は，午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。）です。

ウ 質問の受付場所

〒６５９－００７２ 芦屋市川西町１５番３号（芦屋市立体育館・青少年センター３Ｆ） 

芦屋市教育委員会 社会教育部 スポーツ推進課

エ 質問に対する回答の方法

質問の都度，メール等で回答します。最終回答は令和３年９月３日（金）までに行います。

なお，質問内容が法人等独自の提案に係ると本市で判断されるものについては，当該法人等のみ

に回答し，それ以外については，随時，市ホームページにアップします。

６ 指定管理予定者選定の基準等

(1) 選定方法 

芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき，芦屋市指定管理者選定・

評価委員会で，書類審査及び面接審査により選定します。審査は，WEB 会議システムを利用する場合

があります。選定・評価委員会の開催要旨，審査過程の概要（選定方法，応募団体名等），選定基準は

ホームページ等で公表します。 

(2) 面接審査（プレゼンテーション） 

書類審査の結果，面接審査（プレゼンテーション）を実施します。面接を実施する法人等（連合体

を含む。）には，日時，場所，出席人数等について後日連絡します。 

(3) 選定基準 

選定・評価委員会は，次の項目を基本に，公平かつ適正に審査し，選定します。

ア 芦屋公園有料公園施設管理運営に当たっての基本方針

(ｱ) 芦屋公園有料公園施設の管理運営を行うに当たっての基本方針について

(ｲ) 団体の理念及び運営方針について

(ｳ) 団体の業務遂行能力について

イ 管理体制

(ｱ) 管理体制について

(ｲ) 統括責任者について
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(ｳ) 緊急時の対応について

(ｴ) 管理の質及び利用者サービスの向上の取組について

ウ 施設の維持管理

(ｱ) 施設管理の基本事項について

(ｲ) 庭球場の維持管理について

(ｳ) 安全対策について

(ｴ) 環境に配慮した取組について

エ 運営の取組

(ｱ) 有料公園施設の運営について

(ｲ) 個人情報保護の措置について

(ｳ) 不法行為・迷惑行為等への取組について

(ｴ) 集客促進及び利用率向上を目的とした事業や施策について

(ｵ) 市のスポーツ推進実施計画の政策目標に基づいた事業や施策について

(ｶ) 自主事業への取組について

オ 収支計画

(ｱ) 収支計画の提案に工夫が見られるか

(ｲ) 収支計画の積算の根拠が明確になっているか

(ｳ) 適正な人件費になっているか

(ｴ) 修繕積立金としての貢献度

修繕積立金は，指定期間中合計額が５，０００万円以上の提案とします。

(4) 選定結果

応募された法人等（連合体を含む。）に，文書で選定結果を通知します。

応募された法人等については，法人等名，審査基準の大項目ごとの得点，合計点，選定理由及び評

価をホームページ等で公表します。

（5) 選定後の提出書類

指定候補者については役員等が暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書（様式７），役員名簿（様

式８），誓約書（様式９）及び利用料金承認申請書（様式１０）を協定締結前までに提出してください。

連合体構成法人等の応募の場合は，連合体構成法人等を構成する全ての法人等分を提出してください

７ 指定及び協定の締結

(1) 指定手続 

指定管理の候補者については，地方自治法の規定に基づき，指定管理者として指定する議案を市議

会に対し提出し，議決後に指定管理者として指定します。 

市議会の議決を得られないとき，又は指定手続の過程で指定管理者に指定することが著しく不適当

と認められる事情が生じたとき等の場合には，指定候補者を指定管理者に指定しないことがあります。 

この場合，市は，次点候補者と協議を行い指定管理者の候補者として繰上げ，市議会の議決を経て

指定管理者として指定する場合があります。 

なお，指定候補者を指定管理者として指定しないこととした場合であっても，当該施設にかかる業

務及び管理の準備のため支出した費用等については，一切補償しません。 

(2) 協定の締結 

市議会の議決により指定管理者に指定された後に，基本協定及び実施協定を締結します。 

(3) 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 
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※ただし，この期間は市議会での議決により確定します。 

(4) 収支計画 

ア 負担区分

芦屋公園有料公園施設の管理運営に必要な経費は，市が別途措置する修繕費及び備品購入費以外

については，全て指定管理者の負担となります。

なお，芦屋公園有料公園施設の管理運営に当たっては，主として次表の経費が必要となります。

区分 詳細内容

人件費 従業員給与等，社会保険料等

修繕費 施設・設備の修繕等

光熱水費 電気，ガス及び上下水道使用料

設備保守等
消防設備，電気設備，簡易専用水道設備，空調設備，制御設備等の保守点

検，法定点検手数料等

清掃・植栽・点検等 清掃，植栽・花壇育成管理，巡回点検等

事業費 講習会

事務局費 印刷製本費，通信運搬費，旅費，消耗品費，事務機器リース料等

一般管理費 本部（本社）経費

その他 体育用品，保険料，公課費，備品購入費，新型コロナウイルス感染拡大防

止措置経費等

イ 修繕積立金の支払い

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を基準とし，四半期毎に納入してください。

ウ 管理口座

経費は，法人等自身の口座とは別に指定管理業務専用口座を設けて行ってください。

(5) 芦屋公園有料公園施設の利用料金

芦屋公園有料公園施設の利用料金は，指定管理者の収入として取り扱います。

また，指定管理者となった法人等は，芦屋市と利用料金額の設定等に係る協議を行い，条例の範囲

内で利用料金額を決定します。

８ スケジュール

募集の開始：令和３年８月２日（月）

募集要項等配布期間：令和３年８月２日（月）～９月１０日（金）

現地説明会：令和３年８月２７日（金）

質問事項の受付期間：令和３年８月２日（月）～９月３日（金）

質問の回答：令和３年９月３日（金）まで

応募書類受付期間：令和３年８月２日（月）～９月１０日（金）

募集の終了：令和３年９月１０日（金）

選定結果の公表，応募者への通知：令和３年１１月上旬

市議会における議決: 令和３年１２月中旬

指定管理者の指定(告示) ：令和４年１月中旬

協定の締結：令和４年３月

業務引継ぎ：令和４年３月

管理の開始：令和４年４月１日
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９ 応募に関する留意事項

(1) 選定審査対象からの除外 

次の要件に該当する場合については失格とし，審査の対象から除外します。 

また，連合体で申請する場合においては，連合体構成法人等が次の要件に該当する場合は，連合体

による申請を失格とします。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

エ その他不正行為があった場合 

(2) 応募書類の取扱い 

応募書類は芦屋市情報公開条例第7条に掲げる非公開情報を除き，公表することがあります。企業

秘密等については，市が決定して秘匿します。なお，指定管理者を指定する議案資料には，原則とし

て，すべての応募された法人等の事業計画を掲載します。 

(3) 応募の辞退 

応募受付後に辞退する場合は，辞退届（様式５）を提出してください。 

(4) 提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は芦屋市及び作成者に帰属し，応募者の提出する書類の著作権

はそれぞれの応募者に帰属します。 

なお，本市が必要と認めるときは，本市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

(5) 応募時に既に団体名称等のほか，合併その他の事由による団体の形態・性格等の変更の予定がある

場合は，必ず事業計画等に記載すること。

例：「株式会社○○」（新社名 △△株式会社  令和●年●月●日に商号変更予定） 

１０ 指定管理者制度に関する留意点

(1) 事業計画書の提出 

指定管理者は，毎年度ごとに次年度の年次事業計画書を次年度の開始１月前までに市に提出し，承

認を受けるものとします。また，年次事業計画書に記載された講習会，イベントなどについては,個別

事業計画書を，実施日（募集開始日を含む。）の１月前までに市に提出し，承認を受けるものとします。 

(2) 管理状況の確認調査及び評価 

市は，協定に従い適正かつ確実な管理が実施されているかどうか，安定的継続的に管理業務の提供

が可能な状態にあるかどうか等，管理状況について随時又は定期的な確認調査を行うとともに年度終

了後の事後評価を実施します。指定管理者は，毎月に月次報告書，年度終了後に事業報告書を提出す

るものとし，確認調査及び事後評価に協力していただきます。また，指定管理期間中に第三者による

評価を実施します。 

なお，調査については，人事・経理に係る帳簿，契約書類等を対象とします。評価結果については，

市が別に定める様式によりホームページ等で公表します。 

(3) 経営状況の確認 

経営の健全性を証するため，指定管理者が会社法，特定非営利活動促進法及びその他関係法令で求

められる計算書類及び監査報告書を，指定管理者の毎事業年度終了後３か月以内に市に提出するもの

とし,確認調査に協力していただきます。 

(4) 記録等の作成及び保存 

ア 管理運営並びに刑事状況に関する帳簿類は常に整理し，市からこれらに関する報告や実地調査を

求められた場合には，速やかに市担当者の指示に従い，誠実に対応してください。 
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イ アの帳簿類や維持管理業務（作業状況等）の記録類は指定期間中保存し，市から請求のあった際

は，速やかに提示できるようにしてください（指定期間終了時には市へ引き継ぐ）。 

(5) 市からの要請への協力 

ア 市から，芦屋公園有料公園施設の管理運営ならび現状等に関する調査または作業の指示があった

場合には，迅速，誠実かつ積極的な対応を行っていただきます。調査については，人事・経理に係

る帳簿，契約書類ほか，指定管理業務に係るものを対象とするものであるので，誠実に対応してく

ださい。 

イ その他，市が実施または要請する事業（例：緊急安全点検，防災訓練，オープンガーデン，行催

事イベント，要人案内，当該施設の管理に関する会議，監査・検査等）への参加・支援・協力・実施

を，積極的に行っていただきます。 

(6) 市と指定管理者で協議・調整を行う事項 

これまでの規定のほか，次の事項に関する事柄は，市と指定管理者が調整または協議を行うこと。 

ア 施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合 

イ 指定期間中に管理運営内容が変更される場合 

ウ その他，仕様書等に記載のない事項 

(7) 第三者包括的委任の禁止 

指定管理者は，第三者に対し指定管理者業務の包括的委任を行ってはいけません。 

(8) 行政手続条例の適用 

指定管理者の権限で使用許可や使用料の減免等の行政処分を行う場合は，施設管理権限の委任の

範囲において，本市行政手続条例における「行政庁」に相当することとなるため，指定管理者はその

範囲において行政庁として行政手続条例に規定する責務を負い，当該処分について，行政事件訴訟

法第１１条第２項の規定による取消訴訟の被告となることがあります。 

なお，具体的な審査基準及び処分基準の設定及びそれに伴う意見公募手続は市と協議して定めま

す。 

（取消通知等の教示例） 

１ この処分について不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に，芦屋市長に対して審査請求をすることができます（なお，この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても，この処分の日の翌日から起算して１

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは，この処分があったことを知った日（審査請求をした場合は，当

該審査請求に対する芦屋市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内

に，●●施設（公の施設の名称）指定管理者である●●株式会社（指定管理者の名称）を被告

として提起することができます（なお，処分を知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても，処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。） 

(9) 利用者アンケート調査 

指定管理者は，利用者等の意見及び要望を把握するため，市と協議した様式により継続的に，利用

者等を対象としてアンケート調査を実施することとします。また，調査結果について分析及び評価を

行い，その後の管理業務への反映に努めるものとします。また，その内容を施設内に掲示するととも

に，市にその結果を報告していただきます。 

(10) 指定の取消し等 

優先交渉権者が，正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は，指定管理者の議決後において

も，指定管理者の決定を取り消すことがあります。 
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指定管理者が事業の履行が確実でないと認められるとき，履行した内容が本市の求める水準を著し

く下回ったとき，指定管理期間中に暴力団等の介入が認められたとき，又は著しく社会的信用を失う

等により指定管理者としてふさわしくないと認められるときは，指定管理者の指定を停止又は取り消

すことがあります。この場合は，指定管理者の損害に対し市は賠償しません。 

また，取消しに伴う芦屋市の損害について，指定管理者に損害賠償を請求することがあります。 

(11) 芦屋公園有料公園施設において発生した事故への対応 

指定管理者の責めに帰すべき事由により，本市又は第三者に損害を与えた場合には，指定管理者が

その損害を賠償することになります。 

施設において事故が発生した場合に備えて，指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアルを定める

とともに，事故発生時には直ちにその旨を本市に報告することとします。 

(12) 個人情報の保護 

指定管理者は，個人情報の保護に関する法律及び芦屋市個人情報保護条例に基づき，管理業務を行

うに当たって保有することとなる個人情報について，目的外に使用したり，第三者へ漏らしたりする

ことは禁じます。個人情報の保管についても適正な管理を行い，漏洩，紛失，棄損等がないよう必要

な措置を講じることとします。正当な理由なく，又は不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり

盗用した場合は，条例に基づき罰則が科せられます。 

また，指定管理者は，個人情報の保護に関して，研修等に参加させるとともに，施設従事者に対し

必要な研修を実施することとします。 

(13) 守秘義務の遵守 

指定管理者は業務上知りえた秘密について第三者へ漏らすことは禁じます。 

(14) 情報公開 

芦屋市情報公開条例の趣旨に基づき，その管理に関する情報の公開を行うための必要な措置を講ず

るよう努めるものとします。 

また，市から芦屋公園有料公園施設に関する文書であって市が保有していないものに関し閲覧，写

しの交付等の申出があったときは，提出に応じるよう努めるものとします。 

(15) 文書の管理・保存 

指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領した文書等は芦屋市文書取扱規程（平成19年訓令甲第6

号）（及び芦屋市教育委員会文書管理規則（昭和43年教育委員会規則第11号））に基づき，適正に管

理・保存するものとします。 

(16) 内部通報処理の仕組みの整備 

指定管理者は，公益通報者保護法（平成16年法律122号）により，通報・相談窓口の設置内部規程

の整備を行う必要があります。 

(17) 防犯カメラ 

指定管理者は防犯カメラを設置する際には，芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要

綱第３条に規定する業務責任者を置き，要綱の規定に基づきその管理を行うための必要な措置を講ず

るものとします。 

(18) 公租公課の取扱い 

本件により指定管理者が芦屋公園有料公園施設を管理することに伴い，法人市民税，事業所税，新

たに設置した償却資産に係る固定資産税の納税義務者となる可能性があります。指定管理者制度にお

ける事業所税の事業主体（納税義務者）の判定は，収益の帰属（利用料金制度採用の有無）により行

うこととなります。利用料金制度が採用されている公の施設の管理運営事業は事業所税の課税上は収

益事業として扱われ，その指定管理者は事業所税の課税対象となる可能性があります。事前に必ず確

認するなどして注意願います。（詳しくは市課税課管理係（0797-38-2015）まで相談してください。）
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なお，国税については税務署，県税については県税事務所へお問い合わせください。 

(19) 住民監査請求等 

指定管理者に対する公金の支出や財産の管理等が違法又は不当であると認められるときは，住民

監査請求や住民訴訟の対象となり得ます。 

(20) 危機管理マニュアルの作成 

各施設の特性・実情に応じた危機管理マニュアルを市と指定管理者が協議して作成するものとし

ます。（津波・火災・地震・不審者対応など） 

また，市及び指定管理者は，年１回以上，危機管理マニュアルについて協議を行い，適宜，見直し

を行うこととします。 

(21) 選挙時における投票所使用に関すること 

ア 市選挙管理委員会から公職選挙法に基づく投票所として使用依頼が行われた際は，自主事業を含

めその他利用に優先して協力しなければならないものとし，利用予定者との連絡調整に必要な措置

は指定管理者が行うものとします。 

イ 投票所として使用する際は，設営時以降，投票時の終日に至るまでは会場の利用を禁止します。 

ウ 選挙の際の施設の利用料は，設置管理条例の定めによる利用料とします。 

(22) 避難所等 

災害時には，災害対策の用途に使用する用地を提供（一時利用）していただきます。また，災害発

生の状況により，適切に対応できるよう指定管理者は適切な体制を整備していただきます。 

（別途防災協定を協議の上締結していただきます。） 

(23) その他施設の維持管理費の縮減に係る積極的な提案 

指定管理者は，その他施設の維持管理費の縮減に係る事項について，市に積極的に提案してくださ

い。また，今後，市がネーミングライツ等の維持管理費の縮減に係る制度を導入する場合は，協力し

ていただきます。 

(24) 芦屋市情報セキュリティ実施手順の遵守 

指定管理者が，業務上本市が導入するシステムを利用する必要がある場合は，『芦屋市情報セキュリ

ティ実施手順（利用者編）要約版』を遵守してください。 

(25) 予約管理システム更新における仕様変更に関すること 

予約管理システムの変更に伴い，業務内容に変更が生じる場合は，協力していただきます。 

(26) キャッシュレス決済導入時の対応 

市が利用料金等についてキャッシュレス決済を導入する場合は，体制構築に協力してください。ま

た，キャッシュレス決済にかかる手数料については市民サービスの向上と事務の簡素化の効果が見込

まれるため，手数料については指定管理者の負担とします。 

１１ 事務の引継ぎについて 

次期の指定管理者として議会での議決を経たのち，現在の指定管理者より下記事項について業務の

引継ぎを行っていただきます。（現在の指定管理者と次期の指定管理者が異なる場合のみ） 

(1) 施設の管理運営に関する状況及び留意点等 

（職員配置，各種規定，取り扱い，施設保守にかかる注意事項等） 

(2) 令和４年４月１日以降の予約分に係る利用料収入の受渡し 

(3) 次年度に向けた契約準備事項 
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１２ 問合せ先

〒６５９－００７２ 芦屋市川西町１５番３号

芦屋市教育委員会 社会教育部 スポーツ推進課

Tel (0797)-22-7910  Fax(0797)22-1633 
e-mail  sport@city.ashiya.lg.jp 
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（様式１）

芦屋公園有料公園施設 指定管理者 指定申請書

令和３年  月  日

芦屋市長 あて

所在地

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名）

芦屋公園有料公園施設の指定管理者の指定を受けたいので，下記の書類を添付の上，申請します。 

記 

提出書類 

１ 芦屋公園有料公園施設指定管理者指定申請書 

２ 芦屋公園有料公園施設事業計画書（様式２） 

(1) 法人等の概要説明書 

(2) 芦屋公園有料公園施設管理運営に当たっての基本方針 

(3) 管理体制 

(4) 維持管理 

(5) 運営の取組 

(6) 自主事業案 

(7) 管理運営費 

(8) 人件費及び損害保険料の内訳 

３ 指定管理者の選定等に係る誓約書（様式３） 

４ 添付書類 

(1) 定款，寄附行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

(2) 法人登記簿謄本，印鑑証明書（法人のみ） 

(3) 法人税，消費税，地方消費税，県税及び市町村税の各納税証明書 

(4) 法人税，消費税及び地方消費税の申告書 

(5) 直近３年間の法人等の財務状況に関する書類 

（損益計算書，貸借対照表，会計監査法人又は監査役会により監査を受けた場合その監査報告書） 

(6) 法人等の設立趣旨，運営方針，事業内容等の概要が分かるもの 

(7) 事業実績等の概要が分かるもの 

(8) 代表者履歴，役員名簿 

(9) その他本市が必要と認めた書類等 

以上
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（様式２-１） 

芦屋公園有料公園施設 事業計画書 

（１） 法人等の概要説明書 

法人等名称 

代表者氏名 

主たる事務所の所在地

役員数 

従業員数 

担当者名 

電話番号 

Fax番号 

ｅ－ｍａｉｌ 
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（様式２-２）

（２）芦屋公園有料公園施設管理運営に当たっての基本方針

記載項目 記入欄

(1)管理運営を行うに

当たっての基本方針・

目標設定について 

(2) 管理運営を行う上

での団体の理念及び運

営方針について 

(3) 団体の業務遂行能

力について 
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（様式２-３） 

（３）管理体制 

記載項目 記入欄 

(1) 管理体制について

（非常駐者について

は，その旨を明示して

ください。） 

(2) 総括責任者につい

て（実績・資格等） 

(3) 緊急時の対応につ

いて 

（事故・災害発生時，緊

急時の体制，対策の概

要） 

(4) 管理の質及び利用

者サービスの向上の取

組について 
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（様式２-４） 

（４）維持管理 

記載項目 記入欄 

(1)施設管理の基本事

項について 

(2) 庭球場の維持管理

について 

(3) 安全対策について

（事故防止の取組や体

制など安全対策の概

要） 

(4) 環境に配慮した取

組について 
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（様式２-５） 

（５）運営の取組 

記載項目 記入欄 

(1)有料公園施設の運

営について 

(2) 個人情報保護の措

置について 

（具体的な対策を明示

してください。） 

(3) 不法行為・迷惑行

為等への取組について

(4) 集客促進及び利用

率向上を目的とした事

業や施策について 

※自主事業に係ること

は自主事業案で記入の

こと 

(5) 本市のスポーツ推

進実施計画の政策目標

に基づいた事業や施策

について 

※自主事業に係ること

は自主事業案で記入の

こと 
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（様式２-６） 

（６）自主事業案 

 事業名 目的 内容 実施時期・回数 

１

２ 

３ 

４ 

５ 
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（様式２-７） 

（７）管理運営費（消費税相当額を含む。） 

（令和□□年度） 

（金額：千円） 

項目 金額 積算根拠等 

（収入） 

利用料収入 

自主事業収入 

（うち○○事業） 

（うち○○事業） 

その他収入 

（自販機，売店等） 

計（Ａ） 

（支出） 

人件費 

修繕費 

その他支出 

（うち光熱水費） 

（うち設備保守等） 

（うち清掃・警備等）

（うち○○推進費） 

（うち事務局費） 

自主事業費 

（うち○○事業） 

（うち○○事業） 

修繕積立金 

計（Ｂ） 

（Ａ）－（Ｂ）  
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（様式２-８） 

（８）人件費及び損害保険料の内訳 

（令和□□年度） 

（金額：千円） 

記載項目 記入欄 

(1) 人件費内訳 

（年齢・職種ごとに月

額を記載し，算定根拠

を明示ください。） 

(2) 施設賠償責任保険

内訳 

（保険種類，保険種目，

てん補限度額及び免責

金額及び保険料につい

て明示してください。）

(3) 第三者賠償保険内

訳 

（保険種類，保険種目，

てん補限度額及び免責

金額及び保険料につい

て明示してください。）
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（様式３） 

指定管理者の選定等に係る誓約書 

令和３年  月  日  

芦屋市長 宛 

所在地 

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名） 

代表者氏名 

芦屋公園有料公園施設の指定管理者の選定等に当たり，提出した申請書類に虚偽又は不正はありません。

また，下記の申請資格をすべて満たし，かつ，欠格事項のすべてに該当していないことを誓約します。 

記 

1 申請資格 

(1) 法人その他の団体，又は，複数の法人等により構成されるグループであること。 

 （兵庫県又は大阪府内に本社，支社，営業所等の事業所があること。） 

(2) 芦屋公園有料公園施設の事業，施設管理等を円滑に遂行できる能力を有する法人等であること。 

(3) 他に単独又はグループで芦屋公園有料公園施設の指定管理者の申請をしていないこと。 

2 欠格条項 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する者 

(2) 応募書類提出時点において，本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等措置を

受けている者，またはそれに準ずる者 

(3) 連合体構成法人等又はその代表が，芦屋市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに規定する

者又は指定管理者としてふさわしくない者 

(4) 法人税，消費税，地方消費税，府県税及び市町村民税を滞納している者 

(5) 芦屋公園有料公園施設の指定管理者の選定を行う選定・評価委員の属する法人又は応募事務に関与

した者及びこれらの者と利害関係を有する者等 

(6) 芦屋市，他の自治体を問わず，指定管理者の指定取消しを受けた者 

(7) 芦屋市，国県等の公的機関による許認可取消し等の行政処分及び業務改善等の行政指導を過去３年

以内に受けている者 

(8) 指定管理業務に関連する業務に係る訴訟が係属中のもの及び過去３年以内に敗訴している者 

以 上 
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（様式４） 

芦屋公園有料公園施設指定管理者等募集要項に関する質問書

令和３年  月  日 

芦屋市長 あて 

質問者 法人等名               

代表者氏名              

回答書送付先             

担当者氏名              

電話番号               

Fax番号                

ｅ－ｍａｉｌ              

質問 

番号 

募集要項の 

該当項目等 
質問内容 備考 
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（様式５） 

辞退届

令和３年  月  日  

芦屋市長 あて 

所在地 

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名） 

芦屋公園有料公園施設の指定管理者の指定を受けるため申請しましたが，都合により辞退します。 

記 

 辞退の理由 

以 上 
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（様式６） 

芦屋公園有料公園施設指定管理者説明会出席申込書 

令和３年  月  日  

芦屋市教育委員会スポーツ推進課 あて 

申込者 法人等名（連合体の場合は代表する法人等） 

担当者氏名 

電 話 番 号 

ファクス番号 

Ｅメール 

１ 説明会出席予定者 

出席予定者氏名 出席予定者役職等(※) 

(※)連合体の場合で代表する法人等以外の法人等から出席される場合は法人等名も記載願います。 
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（様式７） 
（指定管理用） 

誓 約 書 

下記１の施設に係る指定管理者基本協定の締結に当たり，芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市
条例第３０号。以下「条例」という。）を遵守し，暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力
団排除に協力するため，下記２のとおり誓約する。 
なお，芦屋市（以下「市」という。）がこの誓約書の写し及び下記２(4)の情報を所轄の警察署長（以下

「警察署長」という。）に提供すること，市が警察署長に下記２(1)及び(2)に関して意見照会すること並
びに警察署長から得た情報を市が他の業務において暴力団を排除するために利用し，又は他の実施機関
（芦屋市個人情報保護条例（平成１６年芦屋市条例第１９号）第２条第１号に規定する実施機関をいう。）
に提供することについて同意する。 

記 

１ 公の施設     名称  芦屋公園有料公園施設             

           所在  芦屋市松浜町４番４号             

  指定管理期間   令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

２ 誓約事項 
(1)  指定管理者は，次のア及びイに該当しないこと。 

ア 条例第２条第１号に規定する暴力団 
イ 条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者 

(2)  指定管理者が行うべき業務（以下「指定管理者業務」という。）の一部を第三者に行わせようとす
る場合にあっては，暴力団等（前号ア及びイに該当する者並びに条例第２条第２号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。）をその受託者としないこと。 

(3)  指定管理者が前２号のほか，基本協定（暴力団排除に関する部分に限る。）の条項に違反したとき
は，指定の取消し，損害賠償請求その他の市が行う一切の措置について異議を述べないこと。 

(4)  市が，指定管理者又は再委託等の契約の受託者が暴力団等に該当するのか否かを確認するために，
それらの役員等（芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱第２条第２号に規
定する役員等をいう。以下同じ。）の氏名その他の情報の提供を求めた場合は，指定管理者は速やかに
必要な情報を市に提出すること。 

(5)  指定管理者は，指定管理者業務の履行に伴い，暴力団等から妨害その他の不当な手段による要求
（以下「不当介入」という。）を受けたときは，市に報告し，及び警察署長に届け出て，捜査上必要な
協力を行うこと。 

(6)  指定管理者は，再委託等の契約の受託者に対し，当該再委託等の契約の履行に伴い，不当介入を受
けたときは，市に報告するよう指導すること。 

(7) 指定管理者は，再委託等の契約の受託者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託
等の契約の受託者が当該再委託等の契約の履行に伴い，不当介入を受けたことを知ったときは，市に
報告し，警察署長に届け出て，当該再委託等の契約の受託者とともに，捜査上必要な協力をすること。 

令和３年  月  日 

芦 屋 市 長  宛 

住   所 
（所在地） 
氏   名 
法 人 名 
代表者名      
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（参考） 

芦屋市暴力団排除条例 

第２条 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以下「法」とい 

う。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次のいずれかに該当するもの 

をいう。 

ア 暴力団員が役員(法第９条第２１号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として，又は実質的に 

経営に関与している事業者 

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として

使用し，又は代理人として選任している事業者 

ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし，事業者が法人である場合にあっては，役員又は監督責任者

が当該行為をした事業者に限る。 

(ｱ) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り，又は特定の者に損害を与える目的を持って，暴力団の

威力を利用する行為 

(ｲ) 暴力団又は暴力団員に対して，金品その他の財産上の利益の供与をする行為 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)に掲げるもののほか，暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している

と認められる行為 

エ アからウまでのいずれかに該当する者であることを知りながら，これを相手方として，下請契約，

業務の再委託契約その他の契約を締結し，これを利用している事業者 

芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱 

第２条  

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。 

  ア 法人その他の団体（以下「法人等」という。）にあっては，役員（条例第２条第３号アに規定す 

る役員をいう。以下同じ。）及び監督責任者（業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対し 

て当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者（役員を除き，これらの者の権限を代行する 

権限を有する者を含む。）をいう。以下同じ。） 

  イ 法人等以外の者にあっては，その者及び監督責任者
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（様式８） 

役 員 名 簿（役員等一覧表） 

【指定管理期間】   令和３年４月１日～令和９年３月３１日 

【公の施設の名称】   芦屋公園有料公園施設

 次のとおり，提出します。 

役職名 氏 名 フリガナ 生年月日 性別 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

明治 大正 昭和 平成

年  月  日 
男 女 

※記載された情報は，芦屋市暴力団排除条例第４条の規定に基づき，暴力団排除のために必要な限度で使
用します。 

※この名簿に記載されている個人情報については，誓約内容の確認に必要な範囲内で，他の官公署に照会
することになりますので，各人の同意を得た上で記載してください。 

令和   年   月   日 

商号又は名称 

代表者役職名及び氏名                   
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【役員名簿の記載方法】 
１ 役職名，氏名，フリガナ，生年月日，性別を正確に記載してください。 
２ この書面には，次に該当する者を記載してください。 
ア 法人にあっては，役員（芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号。以下，「条例」という。）
第２条第３号アに規定する役員をいう。）及び使用人（支配人，本店長，支店長その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず，営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位
にある者を含む。）をいう。以下ウにおいて同じ。） 

イ 法人以外の団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 
ウ 個人にあっては，その者及びその使用人 
 ※参考（名簿記載対象者） 
(1) 株式会社（特例有限会社を含む。） 取締役（代表取締役を含む。）及び執行役（代表執行役を含む。） 
(2) 合名会社又は合同会社 社員 
(3) 合資会社 無限責任社員 
(4) 社団法人又は財団法人 理事 
(5) (1)から(4)までに掲げる法人以外の法人 (1)から(4)までに掲げる役職に相当する地位にある者 
(6) 法人格を有しない団体 代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされ 

る者 
(7) 個人 その者 
(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか，契約先に受任者を設定している場合は，その受任者 
(9) 当該事業者が会社更生手続又は民事再生手続中である場合は，(1)から(8)までに掲げるもののほか， 

管財人 
(10) 登記簿謄本に記載のある役員全てについて記載すること。（ただし，監査役は除く。） 

３ 生年月日・性別の記載について，該当するものに○をつけてください。 
４ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。 
【注意事項】 
１ この書面の記載に当たっては，対象者すべての同意を得てください。 
２ 対象者が多く，この書面に記載できない場合は，この書面をコピーして記載してください。 
３ この書面提出後，役員等に変更がありましたら，速やかに変更後の書面を提出してください。 
４ 記載された情報は，条例第４条の規定に基づき，暴力団排除のために必要な限度で使用します。 

○芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号）（抜粋） 
 (定義) 
第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)

第2条第2号に規定する暴力団をいう。 
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次のいずれかに該当するものをいう。 
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として，又は実質的に経営に関与

している事業者 
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し，

又は代理人として選任している事業者 
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし，事業者が法人である場合にあっては，役員又は監督責任者が当該

行為をした事業者に限る。 
(ｱ) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り，又は特定の者に損害を与える目的を持って，暴力団の威力を利

用する行為 
(ｲ) 暴力団又は暴力団員に対して，金品その他の財産上の利益の供与をする行為 
(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)に掲げるもののほか，暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認めら

れる行為 
エ アからウまでのいずれかに該当する者であることを知りながら，これを相手方として，下請契約，業務の

再委託契約その他の契約を締結し，これを利用している事業者 
(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者

その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。 
(市の責務) 
第4条 市は，この条例の趣旨にのっとり，市民及び事業者の協力を得るとともに，兵庫県(以下「県」 
という。)及び関係機関等との連携を図りながら，暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。 
2 市は，暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは，県又は関係機関等に対し，当該 
情報を提供するものとする。 
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（様式９） 

（指定管理用） 

誓  約  書 
芦 屋 市 長  あて 

 下記施設の指定管理運営業務に当たっては，別表に掲げる関係法令を遵守することを誓約

いたします。なお，万一これに反する場合，貴市が求める報告及び是正に係る必要な指示に

従うことを誓約します。 

記 

施 設 名  芦屋公園有料公園施設 

履行場所  芦屋市松浜町４番４号 

履行期間  令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

令和  年  月  日 

住    所   

名    称   

氏 名

別表 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

(2) 芦屋市都市公園条例 

(3) 芦屋市都市公園条例施行規則 

(4) 芦屋公園有料公園施設の管理運営に関する要綱 

(5) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号），最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び労働安全衛

生法（昭和４７年法律第５７号）等労働関係諸法令 

(6) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

(7) 芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

(8) 芦屋市個人情報保護条例（平成１６年芦屋市条例第１９号）及び同条例施行規則（平成１６年芦屋市

規則第４１号） 

(9) 芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号）及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力

団等の排除措置に関する要綱 

(10) 芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

(11) その他業務の履行に必要とされる関係諸法令 
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（様式１０） 

利用料金承認申請書 

令和  年  月  日  

芦屋市長 あて 

芦屋公園有料公園施設指定管理者           

所 在 地              

団 体 名              

代表者名

芦屋市都市公園条例第１０条第３項の規定により，芦屋公園有料公園施設の利用料金の承認を受けたい

ので，下記のとおり申請します。 

記 

１ 施設の名称 

  芦屋公園有料公園施設 

２ 利用料金 

 （ここに表を入れる。） 

３ 施行日 

  令和  年  月  日 

以 上 
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＜参考＞ 

芦屋公園有料公園施設管理運営費（消費税相当額を含む。） 

（金額：円） 

項目 

（収入） 

決算額 予算額 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

利用料金収入 16,663,050 16,503,450 14,595,144 12,389,200 15,045,060

(うち駐車場収入) 2,640,000 2,640,000 2,666,444 3,036,000 3,036,000

自主事業収入 32,293,850 35,797,000 37,897,975 33,539,803 39,613,560

目的外 518,855 572,577 927,301 779,426 997,150

その他収入 3,354 31,077 28,015 1,744,016 0

計 50,271,733 52,904,104 53,448,435 47,750,770 55,655,770

（金額：円） 

項目 

（支出） 

決算額 予算額 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

人件費 14,527,096 15,109,843 16,265,927 15,318,891 16,817,600

業務費 2.645,260 2,838,376 2,550,568 2,535,275 2,732,000

管理費 3.172,842 2,919,872 863,017 640,847 1,054,000

委託費 194,400 205,200 200,568 198,000 198,000

光熱水費 2,461,207 2,632,298 2,622,804 1,926,297 2,589,000

その他 1,471,877 1,422,719 1,459,516 1,360,947 1,355,000

自主事業費 4,550,958 6,788,905 7,448,618 3,843,516 8.550.900

目的外支出 48,093 65,796 328,222 203,689 76,586

修繕積立金 21,200,000 21,200,000 21,200,000 21,200,000 21,200,000

計 50,271,733 53,183,009 52,939,240 47,227,462 55,655,770
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＜参考＞ 

平成２８年度芦屋公園有料公園施設管理状況 

（単位：区分） 

開館日数 
テニスコート（昼間） テニスコート（夜間） 会議室 

利用 減免 利用 減免 利用 減免 

4月 30 330.5 52 25 0 15 0

5月 31 403 130 25.5 7 56 0

6月 30 301 24 28.5 0 25 0

7月 31 336 24 29.5 0 31 0

8月 31 360 151 30.5 10 50 0

9月 30 307.5 75 30 0 48 0

10月 31 26.5 27 71.5 0 13 0

11月 30 325.5 34 70.5 0 9 0

12月 30 291.5 20 45.5 0 8 0

1月 30 301 8 55 0 17 0

2月 28 278 40 53 0 21 0

3月 31 330.5 24 63 0 15 0

合計 363 3,591 609 527.5 17 308 0

平成２９年度芦屋公園有料公園施設管理状況 

（単位：区分） 

開館日数 
テニスコート（昼間） テニスコート（夜間） 会議室 

利用 減免 利用 減免 利用 減免 

4月 30 382.5 66.5 28.5 0 21 0

5月 31 510 224 32 0 37 0

6月 30 337.5 48 35 0 8 0

7月 31 320 27 20.5 0 21 0

8月 31 508 264 29.5 0 48 0

9月 30 371.5 127 31 0 25 14

10月 31 199.5 29 45.5 6 39 10

11月 30 300 58 2 0 8 0

12月 29 280.5 30 39.5 0 15 2

1月 30 257.5 7 41.5 0 13 0

2月 28 244.5 27 39 4 16 6

3月 31 347 69 48.5 8 30 14

合計 362 4,058.5 976.5 392.5 16 281 46



募集要項

36

＜参考＞ 

平成３０年度芦屋公園有料公園施設管理状況 

（単位：区分） 

開館日数 
テニスコート（昼間） テニスコート（夜間） 会議室 

利用 減免 利用 減免 利用 減免 

4月 30 509 264 27.5 3 46 4

5月 31 322.5 46 26.5 0 21 10

6月 29 458.5 283 25.5 5 52 6

7月 31 282 40 23 0 8 0

8月 31 273.5 54 33 0 17 0

9月 30 277.5 93 28 0 26 10

10月 31 304.5 39 67.5 0 23 10

11月 30 301 49 51 0 10 0

12月 28 281 45 34.5 0 23 0

1月 30 288 8 37.5 0 25 0

2月 28 279.5 32 44 0 20 8

3月 31 328.5 69 48.5 0 24 0

合計 360 3,095.5 1,022 446.5 8 295 48

令和元年度芦屋公園有料公園施設管理状況 

（単位：区分） 

開館日数 
テニスコート（昼間） テニスコート（夜間） 会議室 

利用 減免 利用 減免 利用 減免 

4月 30 602.5 346 33.5 7 71 0

5月 31 397.5 56 30 0 15 0

6月 29 535 289.5 30.5 7 48 0

7月 31 277.5 35 28.5 0 25 0

8月 30 195 14 27 0 13 0

9月 30 355 114 30.5 0 10 0

10月 31 278.5 31 41.5 0 13 0

11月 30 318.5 51 54.5 0 9 0

12月 29 289.5 51 35.5 0 15 0

1月 30 257 8 41.5 0 17 0

2月 29 257.5 23 25 0 11 0

3月 31 376.5 0 69 0 1 0

合計 361 4,140 1,018.5 447 14 248 0
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＜参考＞ 

令和２年度芦屋公園有料公園施設管理状況 

（単位：区分） 

開館日数 
テニスコート（昼間） テニスコート（夜間） 会議室 

利用 減免 利用 減免 利用 減免 

4月 8 81.5 0 3 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 0

6月 30 296.5 0 12 0 3 0

7月 31 265.5 0 26.5 0 7 0

8月 31 210.5 0 33 0 6 0

9月 30 291.5 3 40.5 0 7 0

10月 31 341.5 89 66 4 15 0

11月 30 335 40.5 69 0 15 0

12月 28 321 8 63.5 0 12 0

1月 29 302 12 48.5 0 12 0

2月 28 320.5 10 39.5 0 9 0

3月 31 351 44 65 0 21 0

合計 307 3,116.5 206.5 466.5 4 107 0


